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対面点呼に代わる遠隔点呼について 

自動車運送事業者においては、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を

行い必要な指示を与えること等が定められています。 

これまで、輸送の安全に関する取組が優良であると認められる営業所（Ｇマーク営業所等）

については、届出を行うことによりＩＴ点呼の実施が可能となっていました。 

近年の情報通信技術（ＩＣＴ）の発展により、高度な点呼機器の活用によるＩＴ点呼（遠隔

点呼）の対象拡大を検討するため、令和３年３月に運行管理高度化検討会が設置されました。 

同検討会において、遠隔点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等であっ

て、対面での点呼と同等の確実性を担保するために必要となる項目がとりまとめられ、令和４

年４月以降、同検討会の監督下において行われる遠隔点呼については、「遠隔点呼実施要領」

に基づき取り扱うこととされました。 

これにより、「遠隔点呼実施要領」に基づいて遠隔点呼を行った場合、貨物自動車運送事業

輸送安全規則（平成２年運輸省令第２２号）第７条の規定に適合する点呼を行ったものとして

取り扱われることとなりました。 

また、輸送の安全に関する取組が優良であると認められる営業所において認められている現

行のＩＴ点呼については、従前どおりの取り扱いとなります。ＩＴ点呼に関しては、平成２８

年９月号の適正化通信（№９７）に掲載してありますので参考にしてください。 

 

◆運輸支局長等への申請・届出について◆ 

遠隔点呼を行おうとする事業者は、定められた提出期限までに『遠隔点呼の実施に係る申請

書』及び『遠隔点呼の実施に係る適合確認・宣誓書』を含む添付書類を遠隔点呼実施営業所等

及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長等に提出する必要があります。 

また、遠隔点呼に使用する機器・システム等を変更しようとする場合にも、定められた提出

期限までに『遠隔点呼の変更に係る申請書』及び『遠隔点呼の変更に係る適合確認・宣誓書』

を含む添付書類を管轄する運輸支局長等に提出する必要があります。 

 ただし、申請書の記載事項の変更等その内容が軽微なもの（当該変更後においても、遠隔点

呼実施要領ⅢからⅤまでに定める要件又は遵守事項に適合することが明白なものをいう）につ

いては、変更後遅滞なく『遠隔点呼の変更に係る届出書』を管轄する運輸支局長等に提出する

必要があります。 

 なお、遠隔点呼を終了しようとする事業者は、あらかじめ管轄する運輸支局長等に『遠隔点

呼の終了に係る届出書』を提出する必要があります。 

 ※上記以外の申請時期等は、今後、決定次第お知らせします。 

 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。                      

 群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

                         電話 ０２７－２１２－８８２１ 



◆遠隔点呼が可能な範囲について◆ 

①営業所と当該営業所の車庫間又は当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間 

 ②営業所と他の営業所間、営業所と他の営業所の車庫間若しくは営業所の車庫と他の営業所 

の車庫間又は営業所とグループ企業の営業所間、営業所とグループ企業の営業所の車庫間 

若しくは営業所の車庫とグループ企業の営業所の車庫間 

  ※「グループ企業」とは、１００％株式保有による支配関係にある親会社と子会社又は 

１００％子会社同士をいう。 



◆遠隔点呼に使用する機器・システムが満たすべき要件について◆ 

 ①遠隔点呼に関する基本要件【※カメラ・モニターの推奨スペックは推奨であり必須ではありません】 

 ②運行管理者等の確認すべき情報について 

③なりすましの防止 

 ④点呼結果とその記録について 



◆遠隔点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件について◆ 

①環境照度の確保             ②監視カメラの設置 

③通信環境・通話環境の確保 

◆遠隔点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件について◆ 

①運行管理者等の遵守事項 

 ②非常時の対応 

 ③情報共有について 


